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１. はじめに 

(1) 被災公共施設再建（廃止）方針策定の目的 

東日本大震災により被災し、全壊・流失した公共施設の再建、廃止等の方向性、また、

応急仮設住宅用地や災害廃棄物仮置き場用地として使用されている公共施設の再開の方

向性を定め、施設の再建、解体の早期実現を図るための具体的な考え方を施設別に示す

ものである。 

 

(2) 対象となる公共施設 

道路、排水処理施設等を除いた公共施設（公用若しくは公共の用に供する施設）５０

７施設のうち、次の条件に該当する１５５施設を対象とする。 

ア 被災により全壊、流失した施設 

イ 施設に被害が生じ、種々の要因により修繕、復旧工事に取り掛かることができな

い、または、再開ができない施設 

ウ 被害は生じていないが、施設が震災関連用途（応急仮設住宅用地等）等に使用され、

当面の再開が見込めない施設のうち、方針を示す必要があると判断される施設 

 

 【本市の公共施設数】 

行政庁舎 公民館

公営住宅・
教職員住
宅等

福祉・健康
関連施設

医療関連
施設

産業関連
施設

観光関連
施設

環境・衛生
関連施設

公園・体育
関連施設

学校・幼稚園・
給食センター

教育・文化
関連施設

集会所・地域
コミュニティ関
連施設

消防署
出張所

その他

石巻 5 12 33 20 3 4 3 3 16 41 6 5 4 2 157

河北 1 1 8 6 1 1 1 4 6 10 0 19 1 1 60

雄勝 1 1 10 5 1 2 3 4 4 5 0 13 1 0 50

河南 1 1 15 7 0 1 0 3 6 9 1 27 1 0 72

桃生 1 2 8 7 0 1 1 1 10 5 4 16 1 0 57

北上 1 1 4 7 2 1 1 1 4 4 0 1 1 0 28

牡鹿 2 5 23 5 2 4 4 5 4 6 2 17 1 3 83

合計 12 23 101 57 9 14 13 21 50 80 13 98 10 6 507

施設区分別施設数

合計

 

【上記のうち今後の方針を示す被災公共施設数】 

行政庁舎 公民館

公営住宅・
教職員住
宅等

福祉・健康
関連施設

医療関連
施設

産業関連
施設

観光関連
施設

環境・衛生
関連施設

公園・体育
関連施設

学校・幼稚園・
給食センター

教育・文化
関連施設

集会所・地域
コミュニティ関
連施設

消防署
出張所

その他

石巻 2 7 10 6 2 3 1 0 8 10 4 2 0 0 55

河北 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 4 0 0 10

雄勝 1 1 6 4 1 2 3 0 3 3 0 10 1 0 35

河南 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

桃生 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

北上 1 1 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 10

牡鹿 1 4 11 2 1 4 4 0 2 1 0 8 1 3 42

合計 5 13 28 13 4 9 9 1 20 18 5 24 3 3 155

施設区分別施設数

合計

 

 

(3) 方針の進行管理について 

 本方針の進行管理は震災復興推進本部が行う。 

 各事業担当部は事業の進捗状況を震災復興推進本部へ報告しなければならない。 
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２. 方針の基本的考え方 

 

（1）市民の安全・安心を取り戻す公共施設の再建 

 公共施設の再建は、壊滅的な被害を受けた沿岸部において、地域住民の暮らしを取

り戻す一つの大きな「力」となるものであることから、地域の復興を効果的に進め

られるような施設の再建を図る。 

 地域の拠点施設の再建に当たっては、防災機能を充実し、環境に配慮した施設整備

を行うととともに、「地域の絆」をより深めるソフト施策の充実を図る。 

 現地再建が困難な施設の建設場所については、地域住民等との合意形成のもと、将

来のまちづくりを見据えた選定に努める。 

 

 

（2）統廃合・機能統合・複合化の推進 

 震災の影響による税収の激減と新たな財政需要の増加に伴い、本市の財政事情は危

機的状況を迎えることから、「石巻市行財政改革プラン」の理念に基づき、施設の必

要性を含め統廃合の検討を行う。 

 施設整備に当たっては、建設費の特定財源の確保のみならず、将来の維持管理経費

の縮減が図られるよう、合理的かつ効率的な再建を行う。 

 既存施設の復旧は、可能な限り機能の統合や複合化を図り、人員配置が必要な施設

の完成後の管理運営方法は、指定管理者制度の導入を原則とする。 

 他に代替機能を求めることが可能な施設や震災以前の利用・活用状況が低い施設は

廃止する。 

 

 

（3）廃止・統合施設について 

 廃止、又は他の施設に統合される施設については、原則、条例廃止や補助金等に伴

う財産処分の手続を行うとともに、被災建築物保存の候補となった施設を除き、平

成２４年度中に「東日本大震災に係る災害等廃棄物処理事業」により、速やかに解

体する。 

 施設廃止後の土地は、当面、現所管部において普通財産として管理する。 
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３. 施設別方針 

被災公共施設を１４種別に分類し、種別ごとの大枠の方針と施設ごとの方針、被災した

既存施設の解体有無、主管部局を以下に明示する。 

【施設別方針に係る凡例説明】 

地  域 ・・・ 各施設の所在地を本庁、総合支所別に記載 

施 設 名 ・・・ 各施設の名称を記載（一部省略有） 

方  針 ・・・ 各施設の今後の整備や廃止等の方針を記載 

解  体 ・・・ 既存施設を解体する場合（津波被害により流失した施設を含む。）   

は〇、解体しない場合は×、震災遺構等方針を検討中の施設について

は△と記載 

主管部局 ・・・ 各施設の整備や廃止について、主担当となる部局を記載 

 

 

(1) 行政庁舎 

  施設の一体的・効率的運営を目指し、機能を複合化し整備を行うものとする。 

№ 地域 施設名 方針 解体 主管部局 

1 石巻 稲井支所 
・支所と公民館の複合施設として稲井

公民館に統合し整備する。 
○ 

生活環境部 

教育委員会 

2 石巻 荻浜支所 

・移転新築とし、移転場所は適地を選

定する。 

・公民館活動に利用可能な機能を備え

た施設とする。 

○ 
生活環境部 

教育委員会 

3 雄勝 雄勝総合支所 

・移転新築とし、移転場所は適地を選

定する。 

・公民館との複合施設として整備を行

う。 

・母子健康センター事業の実施スペー

スを確保する。 

○ 

雄勝総合支所 

健康部 

教育委員会 

4 北上 北上総合支所 

・移転新築とし、移転場所は適地を選

定する。 

・公民館との複合施設として整備を行

う。 

○ 
北上総合支所 

教育委員会 

5 牡鹿 大原出張所 

・既存機能は、当面、牡鹿総合支所及

び荻浜支所が担うものとし、今後の

施設再建については地域の住環境

の整備と合わせて検討する。 

○ 
牡鹿総合支所

生活環境部 
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(2) 公民館 

 施設の一体的・効率的運営を目指し、機能を複合化し整備を行うものとする。 

№ 地域 施設名 方針 解体 主管部局 

1 石巻 荻浜公民館 
・移転新築する荻浜支所に機能を統合

する。 
○ 

生活環境部 

教育委員会 

2 石巻 

公民館分館 

６施設 

※１ 

・集会所に移行する。 ○ 
企画部 

教育委員会 

3 雄勝 雄勝公民館 
・移転新築する総合支所と複合化す

る。 
○ 

雄勝総合支所 

教育委員会 

4 北上 北上公民館 
・移転新築する総合支所と複合化す

る。 
○ 

北上総合支所 

教育委員会 

5 牡鹿 牡鹿公民館 

・移転新築とし、移転場所は適地を選

定する。 

・牡鹿体育館のホール機能を統合して

整備する。 

○ 
牡鹿総合支所 

教育委員会 

6 牡鹿 

公民館分館 

３施設 

※２ 

・集会所に移行する。 ○ 

企画部 

牡鹿総合支所 

教育委員会 

※１ ①中央公民館住吉分館、②中央公民館門脇分館、③中央公民館湊分館、④中央公民

館大街道分館、⑤中央公民館鹿妻分館、⑥中央公民館大泊分館 

※２ ①牡鹿公民館小渕分館、②牡鹿公民館大谷川分館、③牡鹿公民館谷川分館 
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(3)  公営住宅・教職員住宅 

 全て廃止とする。 

№ 地域 施設名 方針 解体 主管部局 

1 石巻 

公営住宅 

９施設 

※１ 

・既存施設は廃止する。 

・災害公営住宅に機能を引き継ぐ。 

○ 建設部 

2 雄勝 

公営住宅 

４施設 

※２ 

○ 
雄勝総合支所 

建設部 

3 牡鹿 

公営住宅 

７施設 

※３ 

○ 
牡鹿総合支所 

建設部 

4 石巻 
東浜小学校教 

員住宅 

・既存施設は廃止する。 

・原則、復旧としての新たな建設は行

わないが、学校再編の状況や地域の

住環境の整備に併せて、必要性を検

討する。 

○ 教育委員会 

5 雄勝 

各教職員住宅 

２施設 

※４ 

○ 
雄勝総合支所 

教育委員会 

6 北上 相川教員住宅 ○ 
北上総合支所 

教育委員会 

7 牡鹿 

各教職員住宅 

４施設 

※５ 

○ 
牡鹿総合支所 

教育委員会 

※１ ①南浜町改良住宅（１～３号棟）、②南浜町住宅（４号棟）、③南浜町住宅（A～J）、

④南浜町厚生住宅、⑤桃浦住宅、⑥小積住宅、⑦南浜町改良住宅集会所、⑧南浜町住

宅駐車場、⑨南浜町住宅集会所 

※２ ①雄勝折下住宅、②雄勝水浜住宅、③雄勝味噌作住宅、④雄勝下雄勝住宅 

※３ ①牡鹿十八成住宅、②鮎川浜住宅、③鮎川湊川住宅、④鮎川湊川第二住宅、⑤鮎川

湊川第三住宅、⑥大原第二住宅、⑦鮎川湊川勤労者住宅 

※４ ①味噌作１号教員住宅、②船越１号教員住宅 

※５ ①大原１号教員住宅、②大原２号教員住宅、③谷川教員住宅、④寄磯１号教員住宅 
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(4) 福祉・健康関連施設 

 既存施設の機能をその他施設に併設できる場合は複合化の検討を行う。 

№ 地域 施設名 方針 解体 主管部局 

1 石巻 湊保育所 

・移転新築とし、移転場所は適地を選

定する。 

・湊幼稚園との幼保一体化施設である

湊こども園として整備する。 

・総合福祉会館みなと荘、湊地区放課

後児童クラブを併設する。 

○ 
福祉部 

教育委員会 

2 石巻 門脇保育所 

・移転新築とし、移転場所は適地を選

定する。 

・別途策定する「保育所再配置計画」

に基づき整備する。 

○ 福祉部 

3 石巻 渡波保育所 

・移転新築とし、別途策定する「保育

所再配置計画」に基づき整備する。 

・はまなす保育所を統合する。 

○ 福祉部 

4 石巻 
はまなす保育 

所 
・渡波保育所に統合する。 ○ 福祉部 

5 石巻 荻浜保育所 

・地区の復興計画や地域の意見を踏ま

え保育所の在り方、方向性を見出

す。 

○ 福祉部 

6 石巻 
総合福祉会館 

みなと荘 

・移転新築する湊こども園に併設す

る。 
○ 福祉部 

7 雄勝 雄勝保育所 
・移転新築とし、別途策定する「保育

所再配置計画」により整備する。 
○ 

雄勝総合支所 

福祉部 

8 雄勝 
雄勝母子健康 

センター 

・移転新築する総合支所を活用し事業

を実施する。 
○ 

雄勝総合支所 

健康部 
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9 雄勝 
雄勝デイサー 

ビスセンター 

・雄勝総合支所仮設庁舎完成後に現地

で再開する。 

× 雄勝総合支所 

10 雄勝 
雄勝在宅介護 

支援センター 
× 雄勝総合支所 

11 北上 
北上母子健康 

センター 
・既存施設は廃止する。 ○ 北上総合支所 

12 牡鹿 
牡鹿第１保育 

所 

・当面の保育所運営は、公益財団法人

日本ユニセフ協会寄贈の仮設保育

所により行い、新設保育所の設置は

今後の人口動態等、地域の復興状況

を勘案し、建設位置等を含め検討す

る。 

○ 
牡鹿総合支所 

福祉部 

13 牡鹿 
牡鹿第２保育 

所 
○ 

牡鹿総合支所 

福祉部 

 

(5) 医療関連施設 

  既存施設との連携や医師確保策等、今後の地域医療の在り方を踏まえた再建を行う。 

№ 地域 施設名 方針 解体 主管部局 

1 石巻 市立病院 
・移転新築とし、「石巻市立病院復興

基本計画」に基づき整備する。 
○ 病院局 

2 石巻 
夜間急患 

センター 

・移転新築とし、移転場所は適地を選

定する。 
○ 健康部 

3 雄勝 
市立雄勝病 

院 

・既存施設を廃止し、新たに診療所と

して整備する。 

・診療所の建設場所は別途検討する。 

○ 

雄勝総合支所 

健康部 

病院局 

4 牡鹿 寄磯診療所 

・移転新築とし、移転場所は適地を選

定する。 

・将来的な運営手法に、市立牡鹿病院

との連携方策も検討する。 

○ 

牡鹿総合支所 

健康部 

病院局 
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 (6) 産業関連施設 

  関連施設との複合化、併設等により施設運営の合理化を図る。また、整備後の運営に

ついては、原則として指定管理者制度を導入する。 

№ 地域 施設名 方針 解体 主管部局 

1 石巻 

水産物流通 

加工総合管 

理センター 

・他の施設を活用する方向で検討す

る。 
○ 産業部 

2 石巻 
水産物地方 

卸売市場 

・「石巻市水産物地方卸売市場復旧基

本計画」に基づき現地復旧する。 
○ 産業部 

3 石巻 
超低温冷蔵 

庫 

・現地復旧とし、復旧後、運営方法に

ついて検討を行う。 
× 産業部 

4 雄勝 
雄勝種苗中 

間育成施設 

・近年のアワビ放流手法が稚貝の育成

によらず、成貝の購入補助により行

われてきた経過があることから、当

該施設は廃止する。 

○ 
雄勝総合支所 

産業部 

5 雄勝 
大原川さけ 

人工ふ化場 

・現地復旧を基本とするが、雄勝地区

の基盤整備（国道 398号線の整備）

の状況により移転新築も検討する。 

○ 
雄勝総合支所 

産業部 

6 牡鹿 

牡鹿水産物 

処理センタ 

ー 

・民間事業者で対応可能なため既存施

設は廃止とする。 
○ 

牡鹿総合支所 

産業部 

7 牡鹿 
牡鹿製氷冷 

蔵庫 

・水産物地方卸売市場牡鹿売場の背後

地に新たに整備する。 
○ 

牡鹿総合支所 

産業部 

8 牡鹿 

水産物地方 

卸売市場牡 

鹿売場 

・現地復旧とし牡鹿製氷冷蔵庫を含め

た整備を行う。 
○ 

牡鹿総合支所 

産業部 

9 牡鹿 

後川さけ・ 

ます人工ふ 

化場 

・現地復旧を基本とするが、牡鹿地区

の基盤整備の状況により移転新築

も検討する。 

〇 
牡鹿総合支所 

産業部 
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(7) 観光関連施設 

 関連施設との複合化、併設等により施設運営の合理化を図る。また、整備後の運営に

ついては、原則として指定管理者制度を導入する。 

№ 地域 施設名 方針 解体 主管部局 

1 石巻 

月浦観光レ 

クリエーシ 

ョン施設 

・近隣の集団移転の動向を踏まえ、仮

設住宅撤去後の現地利活用につい

て検討する。 

○ 産業部 

2 雄勝 
雄勝硯伝統 

産業会館 

・雄勝地域の資源を生かした観光、産

業振興に必要な施設の整備を検討

し、その施設に左記３施設の必要な

機能を移転する。 

○ 

雄勝総合支所 

産業部 
3 雄勝 

雄勝石ギャ 

ラリー 
○ 

4 雄勝 

雄勝インフ 

ォメーショ 

ンセンター 

○ 

5 北上 
北上水辺セ 

ンター 

・北上地域の資源を生かした観光、産

業振興に必要な施設の整備を検討

し、その施設に「環境省選定 残し

たい日本の音風景 100選」の指定を

生かすための整備を検討する。 

○ 
北上総合支所 

産業部 

6 牡鹿 

おしか家族 

旅行村オー 

トキャンプ 

場 

・被災したサニタリー棟を解体し、新

たなサニタリー棟を整備する。 
○ 

牡鹿総合支所 

産業部 

7 牡鹿 
金華山休憩 

所 
・現地再建とする。 ○ 

牡鹿総合支所 

産業部 

8 牡鹿 
フィッシン 

グセンター 
・既存施設は廃止する。 ○ 

牡鹿総合支所 

産業部 

9 牡鹿 
おしかホエ 

ールランド 

・展示捕鯨船を現地保存とし、新たに

整備予定の「海の駅」に既存機能の

移転を検討する。 

○ 
牡鹿総合支所 

産業部 
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 (8) 環境・衛生関連施設 

  市内既存施設の有効活用により対応する。 

№ 地域 施設名 方針 解体 主管部局 

1 河北 
河北大川堆 

肥センター 

・市内既存施設の活用を図る。 

・地元養鶏農家への鶏糞自家処理支援

策を検討する。 

○ 
河北総合支所 

産業部 

 

 

(9) 公園・体育関連施設 

関連施設との複合化、併設等により施設運営の合理化を図る。また、整備後の運営

については、原則として指定管理者制度の導入を検討する。 

№ 地域 施設名 方針 解体 主管部局 

1 石巻 石巻野球場 
・応急仮設住宅撤去後、施設を復旧し

再開する。 
× 教育委員会 

2 石巻 市民プール 
・既存施設は廃止する。 

・代替機能の整備について検討する。 
○ 教育委員会 

3 石巻 

蛇田中央公 

園（グラウン 

ド） 

・応急仮設住宅撤去後、施設を復旧し

再開する。 
× 

建設部 

教育委員会 

4 石巻 

雲雀野公園 

（グラウン 

ド） 

・既存施設は廃止する。 

・代替施設の必要性について検討す

る。 

○ 
建設部 

教育委員会 

5 石巻 

万石浦公園 

（グラウン 

ド） 

・応急仮設住宅撤去後、施設を復旧し

再開する。 
× 

建設部 

教育委員会 

6 石巻 
牧山市民の 

森 

・被災部分、老朽化部分を撤去、修繕

の上、再開する。 
× 産業部 
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7 石巻 
稲井テニス

コート 

・応急仮設住宅撤去後、施設を復旧し

再開する。 
× 教育委員会 

8 石巻 

旧真野小学

校跡地グラ

ウンド 

・応急仮設住宅撤去後、用途廃止を検

討する。 
× 教育委員会 

9 河北 
追波川河川 

運動公園 

・応急仮設住宅撤去後、施設を復旧し

再開する。 
× 

建設部 

教育委員会 

10 河北 

河北農林漁業 

者トレーニン 

グセンター 

・既存施設は廃止する。 ○ 
河北総合支所 

教育委員会 

11 河北 

河北福地体

育研修セン

ター 

・既存施設は廃止する。 ○ 
河北総合支所 

教育委員会 

12 雄勝 
雄勝森林公 

園 

・敷地内に建設されている仮設住宅の

動向を見ながら再開の判断を行う。 
× 

雄勝総合支所 

産業部 

13 雄勝 
雄勝グラウ 

ンド 

・既存施設は廃止とし、代替機能とし

て、雄勝地区の復興に資する施設を

検討する。 

○ 
雄勝総合支所 

教育委員会 

14 雄勝 

雄勝Ｂ＆Ｇ

海洋センタ

ー 

・Ｂ＆Ｇ財団に再建支援を要請する。 ○ 
雄勝総合支所 

教育委員会 

15 河南 押切沼公園 
・応急仮設住宅撤去後、施設を復旧し

再開する。 
× 

河南総合支所 

教育委員会 

16 桃生 
桃生多目的 

グラウンド 

・応急仮設住宅撤去後、施設を復旧し

再開する。 
× 

桃生総合支所 

教育委員会 
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17 北上 

にっこりサ 

ンパーク多 

目的グラウ 

ンド 

・応急仮設住宅撤去後、施設を復旧し

再開する。 
× 

北上総合支所 

建設部 

教育委員会 

18 北上 
相川公園グ

ラウンド 

・応急仮設住宅撤去後は施設を復旧し

再開する。 
× 

北上総合支所 

教育委員会 

19 牡鹿 

おしか御番 

所公園管理 

棟 

・被災した管理棟を解体し、代替施設

を縮小して整備する。 
○ 

牡鹿総合支所 

産業部 

20 牡鹿 牡鹿体育館 
・移転新築する牡鹿公民館のホールと

機能統合する。 
○ 

牡鹿総合支所 

教育委員会 

 

 

 

 

 (10) 学校・幼稚園・給食センター 

 「被災小・中学校」については「石巻市立学校施設災害復旧整備計画」に基づき、「石 

巻市立女子商業高等学校」については「石巻市立高等学校統合事業基本計画」に基づき、

再建を行う。また、給食センターについては施設統合し移転新築する。 

№ 地域 施設名 方針 解体 主管部局 

1 石巻 湊幼稚園 

・移転新築とし、移転場所は適地を選

定する。 

・湊保育所との幼保一体化施設である

湊こども園として整備する。 

・総合福祉会館みなと荘、湊地区放課

後児童クラブを併設する。 

○ 
福祉部 

教育委員会 

2 石巻 
湊学校給食 

センター ・湊学校給食センターと渡波学校給食

センターを統合整備する。 

・移転新築とし、移転場所は適地を選

定する。 

○ 教育委員会 

3 石巻 
渡波学校給 

食センター 
○ 教育委員会 
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4 石巻 門脇小学校 

・「市立小・中学校適正規模・適正配

置基本方針」及び「学校施設災害復

旧整備計画」に基づき今後の方向性

について検討を行う。 

△ 教育委員会 

5 石巻 渡波小学校 
・「石巻市立学校施設災害復旧整備計

画」に基づき現地再建する。 
× 教育委員会 

6 石巻 湊小学校 

・「石巻市立学校施設災害復旧整備計

画」に基づき湊第二小学校と統合

し、現地再建する。 

× 教育委員会 

7 石巻 
湊第二小学

校 

・「石巻市立学校施設災害復旧整備計

画」に基づき湊小学校と統合する。 
△ 教育委員会 

8 石巻 渡波中学校 
・「石巻市立学校施設災害復旧整備計

画」に基づき移転新築する。 
○ 教育委員会 

9 石巻 湊中学校 
・「石巻市立学校施設災害復旧整備計

画」に基づき現地再建する。 
× 教育委員会 

10 石巻 
市立女子商 

業高等学校 

・「石巻市立高等学校統合事業基本計

画」に基づき市立女子高と統合す

る。 

○ 教育委員会 

11 河北 大川小学校 
・「石巻市立学校施設災害復旧整備計

画」に基づき移転新築する。 
△ 教育委員会 

12 河北 大川中学校 

・「石巻市立学校施設災害復旧整備計

画」に基づく大川中学校の今後の方

向性について、再検討を行う。 

△ 教育委員会 
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13 雄勝 雄勝小学校 
・「石巻市立学校施設災害復旧整備計

画」に基づき雄勝小学校と船越小学

校を統合する。 

・雄勝地区の復興状況を見ながら、統

合小学校と雄勝中学校を小中併設

校として大浜地区に建設する。 

・大須小学校と大須中学校を併設校開

校時に統合する。 

○ 教育委員会 

14 雄勝 船越小学校 ○ 教育委員会 

15 雄勝 雄勝中学校 ○ 教育委員会 

16 北上 相川小学校 

・「石巻市立学校施設災害復旧整備計

画」に基づき相川小学校と吉浜小学

校、橋浦小学校の３校を新設校とし

て統合し、当分の間橋浦小学校現校

舎を使用する。 

・統合小学校の本校舎は、北上地区の

住環境の整備に合わせて、にっこり

サンパーク周辺に移転新築する。 

○ 教育委員会 

17 北上 吉浜小学校 ○ 教育委員会 

18 牡鹿 谷川小学校 ・大原小学校に統合済み ○ 教育委員会 

 

 

 

(11) 教育・文化関連施設 

従前機能の回復ではなく、他の関連施設との複合化、併設等により施設運営の合理

化を図る。また、整備後の運営に指定管理者制度の導入を検討する。 

№ 地域 施設名 方針 解体 主管部局 

1 石巻 けやき教室 ・事業実施場所を確保し再開する。 ○ 教育委員会 
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2 石巻 
石巻文化セ 

ンター 

・文化ホール、博物館機能を持つ複合

施設を新築する。 

○ 

総務部 

教育委員会 

3 石巻 
石巻市民会 

館 
○ 

4 石巻 

旧石巻ハリ 

ストス正教 

会教会堂 

・適地を選定し、現施設を解体、移築、

復元する。 
× 教育委員会 

5 河南 齋藤氏庭園 
・年次計画により保存修復を実施す

る。 
× 教育委員会 

 

 

 (12) 集会所・地域コミュニティ関連施設 

  被災した地域の集会所等地域コミュニティ施設は原則廃止とし、その機能は、防災

集団移転促進事業等により整備される集会所に移行する。 

№ 地域 施設名 方針 解体 主管部局 

1 石巻 
学習等供用 

施設釜会館 
・既存施設を復旧する。 × 生活環境部 

2 石巻 

学習等供用 

施設上釜会 

館 

・既存施設は廃止する。 

・当該施設立地地域の集会施設を新た

に整備する。 

○ 生活環境部 

3 河北 

コミュニテ 

ィ施設 

４施設 

※１ 

・各施設の機能は、防災集団移転促進

事業で整備される集会所に移行す

る。 

○ 
企画部 

河北総合支所 

4 雄勝 

名振地区コ 

ミュニティ 

センター 

・当該地区のささえあいセンター機能

終了後に復旧、再開する。 

・名振老人憩の家の機能を統合する。 

× 
企画部 

雄勝総合支所 
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5 雄勝 

コミュニテ 

ィ施設 

９施設 

※２ 

・各施設の機能は、防災集団移転促進

事業で整備される集会所に移行す

る。 

・名振老人憩の家の機能は名振地区コ

ミュニティセンターに統合する。 

○ 
企画部 

雄勝総合支所 

6 牡鹿 

コミュニテ 

ィ施設 

８施設 

※３ 

・各施設の機能は、防災集団移転促進

事業で整備される集会所に移行す

る。 

○ 
企画部 

牡鹿総合支所 

※１ ①釜谷交流会館、②長面老人憩の家、③間垣老人憩の家、④尾崎老人憩の家 

※２ ①大浜地区コミュニティセンター、②伊勢畑地区コミュニティセンター、③雄勝水浜

漁村センター、④分浜老人憩の家、⑤波板老人憩の家、⑥名振老人憩の家、⑦桑浜老人

憩の家、⑧立浜老人憩の家、⑨明神老人憩の家 

※３ ①鮫浦生活センター、②前網漁民センター、③寄磯センター、④牡鹿表浜センター、

⑤給分老人憩の家、⑥小網倉老人憩の家、⑦大原生活センター、⑧十八成老人憩の家 

 

(13) 消防署・出張所 

 各地域の公共施設の配置に合わせた建設位置に合わせて新築する。 

№ 地域 施設名 方針 解体 主管部局 

1 雄勝 
女川消防署 

雄勝出張所 

・雄勝地域の公共施設の配置に合わせ

た建設位置を決定し移転新築する。 
○ 

総務部 

雄勝総合支所 

2 北上 
河北消防署 

北上出張所 

・北上地域の公共施設の配置に合わせ

た建設位置を決定し移転新築する。 
○ 

総務部 

北上総合支所 

3 牡鹿 
女川消防署 

牡鹿出張所 
・適地を選定し移転新築する。 ○ 

総務部 

牡鹿総合支所 

 

(14) その他（駐車場関係） 

 被災した駐車場は廃止とする。 

№ 地域 施設名 方針 解体 主管部局 

1 牡鹿 

各駐車場 

３施設 

※ 

・既存施設は廃止し、鮎川地区の街づ

くり計画に基づき新たに整備する。 
○ 

牡鹿総合支所 

建設部 

※ ①鮎川南立体駐車場、②鮎川観光桟橋駐車場、③鮎川海岸駐車場 


